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「教育関係」の契約論的考察

ーその法社会学的・哲学的基盤-

文学部教授児 玉 善 仁

要旨:近年、教育関係を多角的に考究する試みがおこなわれるようになったが、この教育関係を「教授

契約」の倫理的・哲学的分析を通じて考察した。西洋では中世以来、「教授契約」を結ぶ伝統が存在し

た。これは本来個々の教育者と被教育者の側とで結ぼれたものであるが、大学に制度化されて学生と教

師の聞でも締結された。契約そのものは贈与慣行から変異したものとされてきたが、現実には共存して

きた。契約としての「教授契約Jにおいても、「信義誠実」の倫理性が存在し、それは教育における交

換の正義につながる。契約の論理そのものは大学や学校などの組織・機能に制度化されて行くにつれて、

「教授契約」を取り巻く空間は「聞かれた空間」から「閉ざされた空間」へ変容した。マクロな「教育

の時間」におけるミクロな「教授契約」の時間では、教育行為において相対峠する教育者と被教育者の

客観的時間は主観的時間に捨象されるという時間性が指摘できる。
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はじめに

「教育関係」という概念と視座が、一般的な言

説はともかくも、専門的に問題にされるように

なったのは1920年代のドイツ改革教育運動以後

のことである。その理論的指導者であったH.ノー

ルは、「教育学的関係Jの概念を提起し、教育愛

に基づいた教育者と被教育者の縦の人格的関係

を提示するに至った(J)。

以後、今日に至るまで、「教育関係j は、近代

公教育の枠組みの中で、知識・技術の授受や、教

育愛を前提とした人間形成などを目的とした関

係として捉えられることが多く、ともすれば、学

校教育の枠内での教師・生徒関係に限定され、そ

の関係が本源的にはらむ文化的、社会的、経済的

側面が軽視される傾向があったように恩われる。

そのため、近年は閉ざされた学校の中での「教

育関係Jを考えるのではなく、より広く、人間の

ライフサイクノレにおける時間と空間、文化、社会、

自然における関係性なども視野に入れた広範な

「教育関係」を考察する動きが、日本においても

生じているω。

ことに宮沢康人は、大人と子供の関係史という

認識枠組みにおいて、教育の関係性を問題にし、

文化の継承、団体性、身体性などの多角的な視座

から「教育関係Jを論じるに至り、教育関係論の

地平を拡大するのに貢献している (3)

しかし、これらの新しい「教育関係J論におい

ても論じられてこなかったのが、契約関係が「教

育関係」を規定してきた歴史的事実である。この

事実は、あたかも古びた法社会学的分析によって

すでに過去のものとなったとされているかのよ

うに、これまで折に触れて言及されることがあっ

ても、本格的に考究されることはなかった。

それはおそらく、伝統的な教育学そのものが

教育愛のような主観的・情緒的関係に価値を置い

て、その視座を中心に「教育関係Jを考究してき

たことに加えて、「教育関係Jが学校教育を中心

とした教師・生徒関係に限定されがちであったこ

とにも依るのではないかと思われる。すなわち、

近代以降の学校教育の制度化の枠組みを自明の
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前提として、「教育関係j を捉えようとしてきた

ことにも起因する。そのため、ともすれば学校制

度によって隠されてきた関係性、あるいは歴史的

な制度化の中に解消された個人相互の関係性や

個人と団体との関係性を、没価値的で客観的・合

理的な側面から考察することが看過されてきた

のではないかと思われる。

契約による「教育関係」は、まさにそうした教

育の制度化によって隠されてきた関係であり、制

度化の枠組みに組み込まれ見えなくなった関係

なのである。

さらにまた、「教育関係」は、大人と子供と

いった枠組みで捉えられることが多く、既に大人

になっていると見なされる高等教育の学生・教

師関係は除外されてきた。しかし、教育における

「契約関係Jは、大学の「教育関係Jにも拡大して

捉えられる事実関係であって、「教育関係」をよ

り広い視野でもって捉える可能性を開くもので

ある。

本稿は、「教育関係」の一つのあり方、それも

おそらくは根源的なあり方である契約関係につ

いて、まずは歴史的事実を指摘し、さらにその法

哲学的、社会哲学的な展望を試みつつ、若干の分

析をおこなうものである。

1 契約による教育関係の史的背景

西洋中世は、ラシュドールも言うように、制度

化の母であった(4)。立憲君主制、議会、陪審裁判

制などと並んで、大学という教育制度も中世に制

度化された一つであったが、史上初めて教授免

許制度も確立された。

中世都市の勃興に伴って、多様な私的学校が繁

栄し、ローマ教会は教会や修道院の学校のみなら

ず、それらの私的学校をも権力下に置くために、

教授免許 (Licentiadocendi)のシステムを確立

した。このシステムがすべてのキリスト教地域

に及んだかどうかは議論があるが、教師による教

育活動に教会による認可という権力関係が生ま

れた。

しかし、ローマ教会は基本的に教育活動を神へ

の奉仕と位置づけたため、教育の無償性が同時に

制度化された。したがって、教育者と被教育者の

教育関係は神を媒介とする奉仕や慈善の関係で

あり、アガペー(神の愛)によって結びつく関係

であった。

他方で、都市に繁栄した世俗の私的な学校、こ

れには読み書きを教えた基礎的学校から、算術か

ら簿記に至るまで教えたソロパン学校、ラテン語

の文法学校などがあったが、少なくともイタリア

に関する限りは、その教師たちは教会の教授免許

を免れていた。彼らは、いわば「知の商人」とし

て経済活動としての教育をおこなった。そのた

め、生徒の親と契約を結んで教育活動をおこなっ

たのである (5)。その際に結ぼれた契約を「教授契

約j と称する。

こうして教育は、一方で神への奉仕や慈善の観

念の下に教育者が被教育者を神へと導く無償の

行為とされながら、他方で経済活動における現実

的利益による知識の授受とされるようになった。

教授免許の無償性と教授契約の経済性の、アンピ

パレントな共存が生まれたのである。

2 r教授契約」と大学

このような状況の中で大学が誕生するが、大学

もまた「教授契約Jのために生まれたと言って

も過言ではない。イタリアの中世大学では、学生

たちが団体化して大学を作り教師と契約を結ん

で教えさせた。その契約は組織化された手順に

貝Ijって行われた。いわば、法人団体としての大学

の出現によって、団体組織の機能に契約の過程

が制度化された。その規約には、後述する「教授

契約Jの構造を明確に反映した条項が定められて

し、る (6)。

一般的に「教授契約」における教育者と被教

育者の関係は、「授業料Jの支払いという経済的

優位性によって、被教育者の側が優位に立った。

大学においては、学生の団体組織化を背景に学生

がさらに圧倒的な優位に立った。学生の法人団体

が教師個人と契約を結んだからである。教育にお

いてはじめて団体と個人の契約関係が生じたと
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言ってもよい。

大学成立以前の学生と教師の個人的契約では、

学生による報酬の支払いの優位性がともすれば

教師の権威によって圧倒される場合もあったが、

学生は団体組織化によって契約におけるその優

位性を確立した。いわば、「学生の優位性の下で

の双務性」が団体組織化によって成立したので

ある。

こうした団体化による契約関係の変化は、初期

の大学組織の変遷にも明確に現れている。

当初、学生と教師はソキエタスという教師を中

心とした共同体を形成した。この団体は、個々の

教師と学生が結んだ契約によって成立した。ロー

マ法に基づいたこのソキエタスは、一方で家族共

同体的な性格を持っと同時に、他方で契約による

経済的合理性をも持っていた。ゲマインシャフト

とゲゼルシャフトの共存である。従って、その

教育関係は一種のフィリアによる情緒的関係と、

経済的合理的関係の二重性によって規定されて

いた。

しかし、学生はこのソキエタスとは別にワニ

ヴェノレシタスという完全に経済的合理的関係に

よって支配される団体を形成して、契約関係に基

づいた教育関係における優位を確立した。それは

学生の団体化によって、教育契約関係が雇用契約

関係に置き換えられた結果だとも言えよう。

このように大学を契約団体と見なす捉え方は、

大学が国家制度化された近代以降も西洋では引

き継がれてきた。近年の例で言えば、フランスで

は一九八八年に「中期契約(契約化)Jという制

度を導入したが、これは四年ごとに大学が業務と

予算について国家と契約を結ぶもので、契約法人

としての大学が明確に位置づけられているへ

また、一九六0年代以降の大学改革の動向に

おいても、常に自治団体としての大学への回帰が

意識されてきた。それをさらに、契約関係に改革

基盤を置こうとした典型的な例が、 Rリクールに

よる提言である。

リクーノレは、教育者と被教育者の「教育関係j

から大学改革を考えようとし、「あらゆる大学制

度は、結局のところ、この関係に形を与えたもの

にほかならない」と明言する。そして、この関係

を現代においては教育者の側の圧倒的な支配権

による非対称的な関係と捉え、それを支配関係の

拒否によって対等な関係へと改革することを主

張する。その根拠となるのはまさに、「教育者と

被教育者を結びつける契約は、本質的な相互性を

含意しており、これこそが協力の原理であり、基

礎なのである」という、「教授契約」を基盤とす

る考え方なのである (8)。

このリクールの歴史的な事実関係を踏まえた

提言は、極めて正当なものである。しかし、それ

を大学の組織・機能改革に結びつけるには、独立

した自治団体であった大学が国家制度化される

過程で、教師と学生の契約の組織制度化がどのよ

うに変質したのか、そしてそれが国家制度として

の大学と国家との法的契約関係とどのように関

連づけられたのか、といった問題を明らかにする

必要があるだろう。

3 史的事実としての「教授契約Jの構造

「教授契約」の出現は、中世都市社会の成立と

不可分の関係にあった。それは、古代のローマ法

に含まれる団体や契約などの観念が復興し、その

観念に基づいた都市社会の制度的構造が確立し

たからである。

おそらくローマ法の復興によって、法人格の観

念が確立するとともに、法人格を持つ団体として

中世都市が成立し、都市内にはこれもローマ法に

よって規定された様々な団体が成立した。そして、

その団体や個人が法人として契約を結ぶという

制度が確立したのである(針。

そのため、中世都市においては、売買などの商

取引は無論のこと、医療や教育、婚姻、果ては親

子関係など、かなりな人間関係が法的契約によっ

て営まれることになった。

このうち「教授契約Jは、原則的に世俗の個々

の教師と生徒の親との聞で結ぼれたものである。

中世後期から近代初期にかけて、公証人が作成

した「教授契約j文書に見られる記載の構造は、概

tu 

t
-
4
 



ね次の形式を採っている。

まず、(1)契約主体の明記。通常は教師と生徒

の親が契約当事者となる。次に、 (2)教育内容と

教授期間の表明。教師の側が何をどこまでどの期

間で教えるかが具体的に明言される。 (3)報酬額

と支払い方法の明記。教育内容に対する、親の義

務としての対価額と支払い方法が保証される。そ

して最後に、(4)双方の違反罰則への同意、がな

される。契約によっては、 (2)の教育内容の表明

の後に、内容の質と量が正当であるかどうかの吟

味規定が定められた例もある。

そこに見られるのは、封建契約に見られたよう

な身分的上下関係を土台とした関係ではなく、契

約における当事者の「対等性と双務性Jである。

教師の側は言明された教授期間内に教授内容

を教える義務を負い、生徒の側はその教授された

内容に対する対価の支払いの義務を負う。この双

務性は、強制されたものではない。知識と対価の

バランス、当時の考え方での「正当なる価格」に

基づいて、双方が自由な同意によって決定したも

のである。しかし、この自由はひとたび契約が締

結されると、その契約の法的拘束力によって制限

される。従って、片方が契約に反する時には、他

方は義務から解放されて、契約の解除や罰金の授

受がおこなわれる。このような関係に入るかどう

かは両者の自由意志に基づいており、対等な立場

での契約関係を結ぶことができるのである。

ただ、当時は教授の報酬は「成功報酬j と考え

られており、知識の授与が完了しない限り、対価

は支払われなかった。それには、当時の知識観や

子供観、そして教育を時間の継続と見なさない教

育観などが影響していたが、これらの意義につい

てはすでに拙著で考察しておいた(10)。

4 教育における贈与と契約

この「教授契約」などの契約は、すでに述べた

ように、ローマ法の復興によって成立した法概念

と法制度に支えられていた。しかし、法的な契約

そのものは、原始社会の贈与慣行が徐々に縮小

して、やがて法的で合理的な契約関係に取って代

わったと考えられてきた。

著名な『贈与論』においてモースは、互酬的で

義務的な「全体的給付組織Jとしての贈与を論じ、

それがローマ法によって法的な関係、すなわち一

種の霊魂による人とモノとの結びつきが切り離

されて法的関係に至ったと考えた(11)。そして、そ

の後の研究においては、貨幣の流通と市場経済の

発達が贈与による交換を凌駕していくことが明

らかにされた。

その転換の時期は、近代の産業資本主義の発達

に絡めて18世紀末から19世紀と捉える説なども

あるが、中世後期とすることも十分に可能である。

実際、デ、ユピーは12世紀末以降都市の貨幣経済が

古い贈与慣行を排除したと捉えて、その変革期に

おける民衆の心性を考究した(12)。日本でも、阿部

謹也が11世紀以後の都市市場を中心とした贈与

から売買への転換を、「公」の概念の成立に関連

づけて論じている(13)。

それらによると、こうした古い贈与慣行から市

場経済における契約への転換は、重要な側面の変

化を伴っていた。死者への贈与などが神への贈与

へ転換され、キリスト教的な救済の観念に結びつ

けられたのである。このキリスト教会による無償

の贈与への転換が起こった12世紀頃に、同時に

ローマ教皇は教育の無償性を確立しようとした。

それによって、聖職者としての教師と知識を通じ

て神の恩寵を授かる非教育者という関係が生ま

れ、両者の教育関係は救済という彼岸的価値の中

に組み込まれたのである。

しかし、この時代には市場の貨幣経済が勃輿す

ると共に法的契約関係という新しい人間関係が

生まれた。その人間関係を規定する契約によって、

教育もまた市場原理によって動くようになった。

その教授契約においては、教育者と非教育者の関

係は、贈与のような不明確な互酬性や不確実な義

務性に基づくのではなく、また、教会教育のよう

な非対等で超越的な価値による結びつきに依る

のでもない、明文化され合理的で対等な相互関係

となった。

こうして、中世から近世にかけて、教育関係は、
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無償の超越論的な救済関係と有償の現実的合理

的な契約関係が共存することとなったのである。

しかし、贈与から契約への転換は、決して契約

が贈与に取って代わったことを意味するのでは

ない。近年の研究は、むしろ贈与と契約の共存関

係を指摘している。たとえば、 16世紀フランスに

おける贈与について論じたデーピスは、その共存

を前提にして多元的に決定される義務の文化に

おける贈与の意味を考察し、「贈与のモードが、

契約のモードのまわりに群がり、からみついてい

たJ(14)事実を指摘している。

実際、中世以来教育の側面においても、大学の

教授たちは都市などの支払う給与、学生の「授業

料J、学位取得の際の謝礼品や饗応を受け取って

いた。いわば、三重の収入を得ていたのだが、そ

れは、教師と学生の関係が、古典的な贈与関係、

中世後期の契約関係に依って規定されると同時

に、都市給与によって教師たちが官僚化していく

新しい段階を示している。

歴史的に見ると、大学の教師に限らず、近代以

前の教育者と被教育者は、日本の「束惰Jに見ら

れるように西洋でも贈与関係によって結びつい

ていたが、中世末期から合理的な契約関係に入っ

て、両者が共存するようになった。それが、給与

による教師の官僚化が組織と教師の雇用契約関

係を生んだことによって、直接的な教育者と被教

育者の契約関係は組織化された制度の中に解消

された。しかし、それは決して両者の契約関係が

消滅したのではなく、法的制度の中に組み込まれ

たことを意味する。もはや、契約を締結するのは

教育者と被教育者ではなく、教師を雇用する組織

が被教育者と契約関係に入札そうした関係が制

度化される。こうして、一方で教育関係をめぐる

契約関係は制度の中に埋もれ、他方で古典的な贈

与慣行は弱体化しつつも今日まで生き残ってき

たのである。

である。

ユスティニアヌス法典では、要物契約は消費

貸借、使用貸借、寄託、質の四種類あるとされ、

モノの貸し借りをめぐる契約であり、モノの引き

渡しによって生じる債務債権関係を示している。

モースが論じた古代における、霊(マナ、ハウ)

を伴ったモノが半ば義務的に交換される体系で

は、確かに利息などの金銭を伴わない要物契約と

理解される。ローマ法では、要物契約の多くは無

償契約と考えられ、金銭を伴う場合は問答契約に

よって補完されたからである(16)。

しかし、貨幣経済の発展した中世において、

個々の教師と生徒の親とが結んだ「教授契約」

は、知識というモノと謝礼というモノの交換では

なく、知識に対する金銭の授受によって契約が結

ばれており、これはローマ法の概念では諾成契約

とされるもので、あった。

言語上の厳格な形式主義に基づいた問答契約

においても、また、モノの交換が重要な契機とな

った要物契約にしても、少なくとも表面上は当事

者の心情や意志が関われることはなく、諾成契約

においてのみ合意という相互の意志や信義誠実

という心が問題にされたのである(17)げ的7η)

「教授契約Jにおいても、当然ローマ法に基づ

く中世都市の法体系とそれを現実に支える公証

人制度の成立による法的強制力の下で、まさに教

師と生徒の親との表明された「合意という意志」

と「信義誠実」という倫理性が問題にされたわけ

である。

ここで問題となるのは、「信義誠実j という倫

理性である。ローマ法における「信義誠実Jを

詳細に論じたM.ヴェーパーは、本来原理的には

ローマ法は「信義誠実Jを含むフイデースを知

らなかったが、実際上はローマの取引法などでは

その原理が生かされている事実を指摘する。そし

て、近代的な法の合理化においても「信義誠実j

は、一種の情状酌量における倫理性として継承さ

5 r教授契約」の法社会学的基盤と倫理性 れていると述べている(18)。従って、契約そのもの

モースも古典的な義務的贈与を、要物契約と捉 の観点からすれば、「信義誠実」は身分契約に見

えているのだが(15)、この概念はローマ法の概念 られたものであったが、一種の取引である合理的

司
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な目的契約においても、それが継承されていくこ

とになる。

すなわち、「合意という意志」によって締結さ

れた契約における法的な強制カと、その契約を遵

守させる倫理的な「信義誠実jとは極めて密接な

関係にあったのである。

その関係を法哲学の立場から考察したのが、

カントであった。周知のように、カントはその

『人倫の形而上学』を法論と徳論の二部構成で論

じ、法を道徳に先行させた。それは、外的な義務

にかなった行為と内的な義務からの行為の区別

に基づくものである。契約行為においては、「結

ばれた約束は守られねばならないという立法は、

倫理学のうちにではなく、法論のうちに存する。

倫理学は後からただ、法理学的立法がこうした義

務に結びつける動機、すなわち外的強制がたとえ

取り除かれた場合でも、義務の理念だけですでに

動機として十分であることを教えるだけであ

る。j と述べて、明確に法による強制と倫理的な

義務を区別する。つまり、契約の履行という法に

よって強制された行為(適法性)と、内発的な義

務による契約の遵守(道徳性)を区別し、後者を

前者に優越させる。「それ(法的立法による義務)

に対して、倫理学的立法は、なるほど内的な行為

を義務とするのではあるが、それでも外的な行為

を除外することはなく、むしろ義務のすべてに関

係する。J(19) 

おそらく、史的事実としては、逆に契約が法制

度として合理化される過程で、契約が履行された

かという適法性が「信義誠実」の倫理性を凌駕し

ていったものと考えられる。しかし、「教授契約J

においては、近代的な制度的構造化の過程に伴っ

て、法的強制力による契約の遵守から、内発的動

機からくる道守の「信義誠実J義務へと、むしろ

その重点を移していったのではないか。

そして、この契約の倫理性は、「教授契約」の論

理を通じて教育の正義につながるものでもあろう。

「交換的正義とは、契約者の正義であり、それは、

売買、賃貸借……、およびその他の契約上の諸行

為における、信約の履行なのである。J(20)ホッブ

スのこの言葉は、近代において「教授契約Jが

制度化されてからの、教育組織や教育制度の基本

原理をなすものである。

6 ソキエタス契約の法社会学的基盤

大学団の成立以前に学生と教師が結んだ「教授

契約Jはソキエタス契約といい、今日の概念でい

う初中等教育の教師と生徒の親が結んだ「教授契

約Jとはやや趣が異なっていた。ソキエタス契約

もソキオ(仲間)になるという行為を意味するも

のとして、売買や委任とならんで諾成規約のーっ

とされた(21)。

教師と学生はソキエタス契約を結ぶことによっ

て、ソキオになりソキエタスという一つの共同体

を形成したのである。従って、高等教育の教師と

学生が結んだ契約と、初中等教育の教師と生徒

ないしその親との契約は、その団体性によって異

なっていた。この共同体としてのソキエタスは、

フラテルニタスやコンソルティアなどの兄弟団

のような運命共同体の性格を持っと同時に、「授

業料Jなどの金銭の授受による利益共同体の性格

をも兼ね備えていた。

従って、その契約も、一方で何をどのくらいの

期間教えるかという文言の後に、部屋と食事など

を供与することが明言された後に対価が明記さ

れた(22)。初期のソキエタスでは、しばしば学生は

教師の住居などに下宿していたため、「教授契約」

に賃貸借契約が合体したものとなったと考えら

れる。

そのため一方で、、学生が教師を「わが主人

(dominus meus) Jと呼び、教師が学生を「わが

仲間 (sociusmeus) Jと呼ぶような家族共同体的

な親密な関係を維持しながらも、他方で「教授契

約」に基づく経済的合理的な教育関係によって結

びついていた。すなわち、教師=学生関係は、学

識への尊敬を媒介とした主従関係や保護者=被

保護者的関係を含む家族的心情関係と、知識と

「授業料Jの授受による経済的合理的関係の二重

の関係性を持っていた。そして、前者の関係にお

いては教師が優越し、後者においては学生が優越
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していたのである。

このソキエタス契約は、グェーパーの契約論の

観点からすれば、正餐を共にする(コンパーニョ)

ゲマインシャフト的な身分契約(兄弟契約)と、

知識と金銭の授受のみによるゲゼルシャフト的

な経済的合理性の目的契約とが、合体した契約で

あると捉えられる (23)。

そして、この二重性は、国民団と大学団の成立

に伴なうソキエタスの消滅によって、家族的心情

関係をもたらした身分契約もまた消滅すること

となり、経済的合理性による目的契約としての

「教授契約」が大学聞に制度化されることとなる。

学生が作り上げた大学団が規約に制度化された

手順に従った「契約」を教師と結ぶことによって

教育行為がおこなわれるようになるのである。

この大学団による契約の団体組織的制度化こ

そが、大学の本源的な組織形態であって、その組

織の機能に「教授契約」もまた包含された。そこ

での契約は、大学出現以前の個人的な「教授契約J

やソキヱタス契約とは、契約の構造そのものは大

きな相違はないにしても、その手順や意義は大き

く異なっていたと思われる。また、近代に大学が

国家機関化した際にも、組織としての大学が自治

団体であるコルポラチオから行政組織としての

アンシュタノレトへ変化するに伴って、その契約の

機能もまた変容せざるを得なかった。こうした

「教授契約Jの歴史的な変容については、稿を改

めて論じたい。

7 r教授契約」における『空間J

ここでは、原初的な「教授契約」を取り巻く諸

要素の中から、教育者と被教育者の位置ないし空

間と契約をめぐる時間の問題を取りあげて、若干

の展望を加えておきたい。

まず、これまでの教育関係論がしばしば問題に

してきたように、教育者と被教育者の位置関係と

その教育行為が行われる「空間Jの観点である。

教育関係論の出発点にあるH.ノー/レは、父子や教

師・生徒の世代聞の根本的「対立」を「生の対立」

として位置づけ、その弁証法的止揚を教育関係の

根源的課題とした。そして、この「対立」に世代

聞や父子の関係のみならず、ベスタロッチ的母子

関係を導入し、そこでは上下の権威関係が「愛Jに

よって結合される (24)。

こうした、タテの権威関係に対して、兄弟姉妹

とのヨコの関係、さらには伯母や伯父とのナナメ

の関係を強調し、全体としての教育関係のネット

ワークを考慮する考え方も提起される (25)。

ただ、この位置関係は、世代間関係を前提とし

た位置関係で、あって、動かしがたい所与の関係を

前提としている。閉ざされた家族空間や近代の

学校空間における教育関係、あるいは宿命として

の人間関係を前提とした教育関係で、あって、自由

意志に基づく関係ではない。近代以降の公教育に

あっては、確かに権威や強制の下に閉ざされた学

校空聞から、世代間関係で捉えることによって教

師・生徒関係を解放する可能性はありえたが、教

育の根源的な私事性はまた、自由意志に基づく教

育関係の考察の必要を要請すると思われる。

このように考えると、教育における契約関係

は、自由意志に基づく「相互性jの点において社

会的なヨコの対等な関係として位置づけること

ができる。確かに、教師と生徒もまた、この既に

存在する世界の中に投企されている。親子や親族

の関係や、制度化された学校の中に否応なく彼ら

は現存する。しかしその中でも、教育者と被教育

者の関係そのものは、実存的関係としてありう

るものであろう。ブーパーは「我と汝」において

「存在そのものの相互性jを問題にする。その「相

E性Jは教育関係においては否定されるとされる

が、おそらくブーパーにおいても教育関係におけ

る実存的相互関係は議論の残されている課題で

ある (26)。

そしてこれらの位置関係は、教育行為がおこな

われる「空間Jとどのように関連するのか、これ

はまだほとんど考察されていない。元来、教育者

と非教育者の関係は社会的に「聞かれた空間Jに

あったはずである。「教授契約jが結ぼれた中世

においては、教育はしばしば教師の自宅や教会の

一室、さらには街角の一角などでおこなわれた。

od 
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草創期の中世大学にしても、一定の土地や建物を

持っておらず、街中は無論のこと町から町へと移

動すらした。それは、学校というものが人的な関

係概念であったからである。教師と生徒・学生に

よって教育行為がおこなわれる場が、どこであっ

ても学校で、あったからである。

従って、特定の場に縛られない自由な空間とし

て学校が存在した。こうした「聞かれた空間」に

おいて教育者と非教育者は、「教授契約Jによっ

て特定の関係に入った。それが近代の公教育制度

の成立によって家族や学校の「閉ざされた空間J

に封じ込まれた。そこにおいては、両者の関係は

現実の生活空間から遊離したものにならざるを

得ない。このような近代における教育「空間jの

変容は、他者としての教育者と被教育者の相互の

在り方や関わり方の変化とどのように関連する

のか、すなわち、他者性や間主観性の問題である

が、これも今後考究すべき課題である。

8 教育と「時間J

「時間Jの問題を取りあげるにあたっては、ま

ずは教育における「時間」についての問題を考え

た上で、「教授契約」の「時間Jについて論及すべ

きであろう。

教育における「時間Jの問題は、マクロとミク

ロの二つの局面から考える必要がある。

一般に、教育におけるマクロな視点は、国家

的・行政的な問題として捉えられ、ミクロは個々

の教師と生徒の教育行為の問題として捉えられ

ている。「時間」の問題もまた、一方で年限や時

限のいわば制度化された時間として、他方で教

師・生徒聞における個別的時間として、捉えなけ

ればならない。

マクロな視点からすれば、中世から近世にかけ

ての「教育の時間」はまだ近代的な構造化された

時聞を持っていなかった。近代以降において、教

育とりわけ学校教育は構造化された時間を持つ

ようになった。カリキュラムの段階的構造化と学

年制の導入によって、学校の「時間Jは数年の完

結した時間を持ち、それが一年ごとに区分され、

さらに各学期、各週、さらには各時限に細分化さ

れる。その一時限は現実の物理的一時間とは必

ずしも一致しない(Z710

そこでは、「教育の時間Jは直線的に流れ、繰

り返されることはなく、循環的ではありえない。

そして、構造化され分断された「時間」において

は、おそらくはベルグソンの純粋に持続的な時間

に生きる自由もまた、制限されざるを得ないであ

ろう (28)。

しかし、中世では、知識は懐疑によって探求寸

るのではなく、権威としてのそれを獲得するもの

であったし、子供は保護し育成する存在ではなく、

教育によって社会に送り出す存在でもなかった。

そこでは、一定の時間的継続性の下に探求によっ

て知識を獲得させ、大人に向けて子供を育成する

という教育観は成立していなかった倒。「教育の

時間」は一定の継続性の下に直線的に流れるもの

ではなかったのである。

「教授契約Jがおこなわれた中世後期から近世

にかけては、人間の時間意識が大きく変化した時

代である。循環し永劫回帰する古代ギリシャの時

間と異なって、中世には世界の創造から終末へと

直線的に流れる神の時聞が支配的であった。ル・

ゴッフは、中世後期にこの「教会の時間」が、計

測可能で合理的な「商人の時間」に取って代わっ

たことを指摘した。

商業契約が「商人の時間Jに縛られるのと同様

に、「教授契約Jもまた「商人の時間」によって

拘束される。「商人の時間という計測可能で機械

化すらされた時間は同時に、非連続の時間であ

り、活動停止や無活動の瞬間によって区切られ、

加速や減速の影響を被る時間でもある。J(30) 

「教授契約Jの時間もまた、マクロな教育の

時間の一部ではなく、一定の切り取られたミク

ロな時間であり、マクロに見れば非連続な時間

である。

9 r教授契約」と時間

「教授契約」においては、定められた期間に何

を教えるかが明示された。この「相互の同意」に
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よって切り取られた時間は、一方で暦や時計に

よって計測可能な合理的時間であると同時に、他

方で教育者と被教育者それぞれの、そして両者の

関係によって影響される主観的時間でもある。

そしておそらくは、この客観的時間よりも内的

な主観的時間こそが教育関係にとってより重要

な意味を持つ。

言うまでもなく、世界という「空間Jに現存す

る人聞を「時間j との関係で考究したのが、ハイ

デッガーである。彼は、「世界・内・存在」とし

ての人聞の主観的な時間意識は、客観的な時間性

の変異したものではなく、人問の最も根源的な存

在のあり方に依るものであり1、人間の現存自体が

この時間性によつて把握されると考えた(刷3幻ω1ο)

実存主義的考え方からすれば、過去は現在を規

定し抑圧し、未来もまた強制するものとして現在

の瞬間に迫り来る。その瞬間において、現存在と

しての人聞は先駆的決断を迫られるのである。し

かし他方で、この「根源的かっ本来的な時間性」

は、幸福という主観状態によって無時間性ないし

永遠性へと転化されうる。「時聞からの独特な『解

放』、同時に現存在一般の重荷的性格からの独特

な『解放』の状態j が可能となる (32)。

このような存在論的時間性から見れば、「教授

契約jにおける時間もまた、客観的に定められた

時間の中で、現存する他者としての教育者と被教

育者が、契約対象である教育内容を媒介として対

峠する不断の時間の継続性を持つ。そこでは常

に、教育内容の授受をめぐって両者の間で不断の

決断が継起する。しかし、その継起における両者

の主観的状態は、教育内容の授受の結果によって

左右される。無時間性へと「解放」されるのか、

決断の前状態に引き戻されるのか。このことは不

断に起こるが、やがて契約によって限定された時

間の終末を迎える。その時点で、契約の完了は、

両者にすべての反容3を要請し、契約期間としての

時間は回帰されるだろう。

このような「教授契約」における時間性を、少

し別の視点、から考えてみよう。

そもそも「教授契約Jは、教育者と被教育者な

いしその保護者との間で、双方の自由な選択意志

によって締結される。通常は、被教育者の側が特

定の教育者を選び、教育を受ける申し込みをおこ

なう。申し込みが受理されると、より詳細な契約

の内容、すなわち教育内容(対象)、教育期間、

対価などについての相談がおこなわれ、それを双

方が受諾して、契約が成立する。

前提となる相互の「合意という意志」は、カン

トによれば、個別的な意志ではなく統合された意

志であって、経験的には同時に示されることはな

く、「必然的に時間のなかで継起せざるをえな

いんつまり、申し込みや提示とその受諾の聞に

は多少の経験的時間の継続がある。ただ、超越論

的に「仮想的占有」として表象する場合には、統

合された意志ではなく「単一の共通の意志」であ

って、契約対象は「純粋実践理性の法則に従って

取得されるj。そこでは、経験的時聞は捨象され

てしまう。「これは純粋な(法概念に関して空間

と時間の感性的諸条件をすべて捨象する)理性の

要請であるJ(33)。

これは契約締結に至るまでの時間性であるが、

おそらく契約締結後から物件引き渡しまでの時

間にも該当すると考えられる。

「教授契約」において、授受される対象は一定

の教育内容としての知識や技能である。それを、

一年ないし数ヶ月といった期間で教育者の側が

授与することを保証し、被教育者の側がそれを受

け取ることに同意する。従って、契約締結の時点

では、まだ対象の授受は完了しておらず、将来的

な完了の約束がされただけである。

そのため、契約そのものは一定の期間教授する

という行為を保証するものにならざるを得ない

が、契約完了の時点においては、授受される対象

が確かに授受されたのかどうかが問題となる。ま

さしくカントの言うように、契約締結から完了ま

では被教育者と教育者の双方が相互に相手に対

して「対人的権利」を持つが、契約が完了した時

点では、授受された対象に対する権利が被教育者

の側に生じる (34)。

換言すれば、契約締結から完了までの継続的時
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聞において、教育行為に対する権利と義務から、

教育結果である知識等に対する権利と義務への

転換が起こるのである。この転換は「教授契約」

においては、商業契約等における物件の移転が一

回限りであるのと異なって、不断の連続性のもと

におこなわれる。前述のようにカントは、契約に

おけるモノの取得はア・プリオリな実践理性の法

則に従うとしたが、観念論的に考えるなら、確か

に「教授契約」における知識の取得は一回限りで

はない不断の倫理性の継続によるともいえるだ

ろう (3九前述のボルノウ的な主観性による無時

間性への転化は、カントにおいては実践理性に

よって捨象される時間性となるのである。

このことは、契約によって授受されるモノの性

質にも依存する。「教授契約Jによって授受され

る知識や技能は、単なるモノではない。通常の契

約において所有権の移転がなされるモノは、その

存在自体が一方から他方へ移る。しかし、知識は

一方が他方に与えても、授与者の元に残るのであ

る。その意味では、「教授契約」は単なる要物契

約ではないし、契約によって規定された時間は、

契約当事者間でのモノの移転に関わる時間では

ない。確かに、教育者の側から被教育者の側へ知

識は伝達されるが、その伝達は継続的であり、不

断に確認される。伝達された知識は、教育者と被

教育者の聞で常に比較され、その正当性が確認さ

れる。ここでの契約の時間は、当事者聞のモノの

共有のプロセスである。

「教授契約Jにおける契約締結と完了の聞の時

間は、知識を媒介として教育者と被教育者が向き

合う「共有された時間」なのである。この「共有

された時間Jは、一定の客観的な時間としての継

続性を持つが、しかしそれは当事者の現存や倫理

性によって主観的時間へとさらには無時間性へ

と捨象される。

そしてこの「時間Jは、契約完了時に総体とし

ての「時間」がもたらした成果の評価によって終

わる。契約によって定められた対象の「共有の

完全性」が確認されることによって消滅するの

である倒。

結びにかえて

日本の社会は義理・人情の社会であって、西洋

的な契約の観念は存在しないと、中根千枝『タテ

社会の人間関係』講談社 1967年をはじめとし

て、主張されてきた。この主張は必ずしも正確で

はないが、日本社会が契約的合理性よりも情緒的

紳を重んじてきたことは確かであろう。日本の教

育界も、教育関係を怜例な合理性で捉えるよりは

情愛的結びつきで捉える傾向にあったように思

われる。

しかし、グローパル化した現代においては、教

育関係をより広い視野で捉える必要があるだろ

う。元来西洋で生まれた近代教育の概念や理念の

根底には、教育関係を契約関係と見る考え方が存

在してきた。そうした歴史的な事実を新しい視角

から捉え直すこともまた日本の教育を考える上

で有用となるのではないだろうか。

本稿では、現在多様に論じられようとしている

教育関係について、現実に結ぼれてきた「教授契

約jの事実を指摘し、その事実の若干の考察をお

ニなった。法社会学的な倫理性や、哲学的な空間

性と時間性の観点から論考の端緒を与えておい

たが、不十分なままに終わっている。とりわけ、

教育者と被教育者が対峠する時の他者性や間主

観性の問題に敷街できなかったのは残念である。

これらの問題を含めて、今後多角的に「教育関係J

としての契約の問題を考えていきたいと思って

いる。
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